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第１ 検討の趣旨及び経緯等 

１ アフターケア制度の概要 

   アフターケアは、労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」という。）

第 29 条第１項第１号に基づき、社会復帰促進等事業の「業務災害、複数業

務要因災害及び通勤災害を被った労働者の円滑な社会復帰を促進するため

に必要な事業」のひとつとして実施されているものであり、その目的は、被

災労働者の中には、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が

見られること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることに

かんがみ、予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力を維持

し、円滑な社会生活を営ませることとされている。 

その実施に当たっては、「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施

要領」において、対象傷病及び措置範囲等を具体的に定め、運用されてい

る。 

 

２ 検討の趣旨及び経緯 

現行のアフターケアのうち、「外傷による末梢神経損傷」については、外

傷により末梢神経を損傷したことに由来するＲＳＤ（反射性交感神経ジス

トロフィー）及びカウザルギー（以下「カウザルギー等」という。）による

激しい疼痛等が残存し、一定の障害等級に該当する者を対象とすることと

されているため、カウザルギー等ではないが疼痛としてそれと同等の障害

等級が認定されたとしてもアフターケアの対象とならない。 

また、「熱傷」については、アフターケアの実施要件となる障害等級に満

たない障害等級であっても、アフターケアの対象者と同様の後遺症状が残

存することがある。 

以上のこと等から見直しの要否を検討する必要があると考えられる。 

本検討会は、厚生労働省の依頼に基づき、医学の専門的見地から、これ

らの傷病に係る対象者の範囲と措置内容等について検討を行うものであ

る。 

 

３ 検討会の開催状況 

第１回 令和６年１月５日 

第２回 令和６年２月７日 
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第２ 検討結果 

 １ 外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア 

(1) 対象者の範囲 

外傷により末梢神経を損傷したことに由来するカウザルギー等による

激しい疼痛等が残存する者として、労災保険法による障害等級第 12 級以

上の者（見込み含む）のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要

であると認められる者が本アフターケアの対象とされている。 

カウザルギー等以外の疼痛に係る障害等級の認定においては、「局部に

頑固な神経症状が残存するもの」として、カウザルギー等と同等の障害等

級第 12 級の障害が認められることがあり、このような事案にあっては、

激しい疼痛等に対する保健上の措置として、末梢神経障害治療薬等の薬剤

の支給等が必要となることがあることから、カウザルギー等の診断がなく

とも障害等級第 12 級に評価される疼痛が残存した者のうち、外傷によっ

て「末梢神経障害性疼痛」等の末梢神経に障害があると診断され、その診

断根拠として画像所見等の他覚的所見により末梢神経損傷が確認できる

場合や、疼痛の原因となった傷病や療養の内容等から末梢神経損傷が医学

的に判断できる場合については、「外傷による末梢神経損傷に係るアフタ

ーケア」の対象とすることは適当である。 

(2) 対象傷病名  

現行の対象傷病とされている「ＲＳＤ（反射性交換神経ジストロフィ

ー）及びカウザルギー」という名称については、現在の医療の現場で

は、複合性局所疼痛症候群（complex regional pain syndrome。以下

「ＣＲＰＳ」という。）として、ＲＳＤがＣＲＰＳⅠ型、カウザルギーが

ＣＲＰＳⅡ型と広く認識されている。 

そのため、「ＣＲＰＳ」という傷病名をアフターケアの対象傷病名とし

て明記するとともに、カウザルギー等の表記についても過去からの使用

経緯や、現行のアフターケアの取扱いとの継続性を明らかにしておくた

め、傷病別アフターケア実施要綱において併記することが適当である。 

(3) 措置範囲（薬剤） 

現行、本アフターケアにおいて支給できる薬剤は「鎮痛・消炎薬（外用 

薬を含む。）」と「末梢神経障害治療薬」とされ、「向精神薬」の支給は認め

られていない。 

現在では、疼痛の治療や処置に効果があると認められている三環系抗う

つ剤等の向精神薬もあることから、「保健のための処置」として、このよう

な向精神薬を支給できるようにすることが適当である。 

なお、向精神薬には様々な効能の薬剤があることから、向精神薬全般を
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支給の対象とすることは適当ではなく、疼痛の治療や処置に効果が認めら

れている三環系抗うつ薬等の薬剤に限定するべきである。 

また、疼痛に効能がある「神経障害性疼痛治療薬」も支給できることを

明示することは適当である。 

２ 熱傷に係るアフターケア 

(1) 対象者の範囲 

熱傷により皮膚に瘢痕等の障害が残った場合には、症状固定後において

もそう痒、湿疹、皮膚炎等の後遺症状を残すことがあることにかんがみ、

労災保険法による障害等級第 12級以上の醜状障害が認定された者のうち、

医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者が本ア

フターケアの対象とされている。 

障害等級認定基準における醜状障害は、瘢痕等が残った部位及び大きさ

等に応じて障害等級を認定することになるが、熱傷によるそう痒等の後遺

症状は、醜状が残った部位等に関わらず、そう痒防止等の薬剤の支給等、

保健上の措置を要することがあることから、障害等級第 14 級に該当する

醜状障害が認定された者を「熱傷に係るアフターケア」の対象とすること

が適当である。 

(2) 措置範囲（薬剤） 

現行、本アフターケアにおいて支給できる薬剤は、「外用薬（抗菌薬を含

む）」とされ、内用薬の支給は認められていない。 

現在では、ケロイド等に効果がある内用薬が存在しているため、内用薬

の支給を認めることは適当である。また、ケロイドの治療や抗菌のほか、

症状固定後においてもそう痒や疼痛に効果のある内用薬を支給すること

ができるようにすることが適当である。 

なお、内用薬を支給できるようにするための表記の変更に当たっては、

引き続き現行支給している外用薬が支給できるような表記とすることに

留意が必要である。 

 


